
政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

　富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約について、次のとお

り地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定

により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）

第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

　　令和７年４月１日 

 

富山市長　　藤　井　裕　久 

 

１　契約の件名 

大山歴史民俗資料館清掃業務委託 

２　随意契約を締結した課室の名称 

　  教育行政センター 

３　契約の相手方を決定した日 

　　令和７年４月１日 

４　契約の相手方の住所及び名称 

　　富山市蜷川１５番地　社会福祉法人けやき苑 

５　契約金額 

　２５０，２５０円 

６　随意契約の理由 

　　本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するため。 



　 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

　富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

　　令和７年４月４日 

 

富山市長　　藤　井　裕　久　　　　　 

 

　１　契約の件名 

　東町・東新町公民館小水力発電所公衆トイレ清掃業務委託 

 

２　随意契約を締結した課室の名称 

　　　環境部環境政策課 

 

　３　契約の相手方を決定した日 

　　　令和７年４月１日 

 

　４　契約の相手方の住所及び名称 

　　　富山市蜷川１５　富山市通所作業センター内 

社会福祉法人けやき苑 

 

　５　契約金額 

　　　１３３，３２０円 

 

　６　随意契約の理由 

　　　本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表）  

 

 

　富山市が、特定非営利活動法人ひまわりから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により

公表する。  

 

令和７年４月４日  

 

富山市長　　藤　井　裕　久　　　　　  

 

 

１　契約の件名  

文書逓送等業務委託（東ルート）  

 

２　随意契約を締結した課室の名称  

　　企画管理部文書法務課  

 

３　契約の相手方を決定した日  

　　令和７年４月１日  

 

４　契約の相手方の住所及び氏名  

　　富山市太田２１３番地　特定非営利活動法人ひまわり  

 

５　契約金額  

　　５，９３８，５８８円  

 

６　随意契約の理由  

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する施設であ

って、かつ「民間事業者による信書の送達に関する法律」第２条第７項

第１号の役務について、富山市内を提供区域とする総務大臣の許可を受

けた唯一の事業者であること。



 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 

　富山市が、特定非営利活動法人ひまわりから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号

の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３

７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

令和７年４月４日 

 

富山市長　　藤　井　裕　久　　　　　 

　 

 

１　契約の件名 

文書逓送等業務委託（その２） 

 

２　随意契約を締結した課室の名称 

　　企画管理部文書法務課 

 

３　契約の相手方を決定した日 

　　令和７年４月１日 

 

４　契約の相手方の住所及び氏名 

　　富山市太田２１３番地　特定非営利活動法人ひまわり 

 

５　契約金額 

　　４，６９７，８４０円 

 

６　随意契約の理由 

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する施設であって、かつ

「民間事業者による信書の送達に関する法律」第２条第７項第１号の役務について、

富山市内を提供区域とする総務大臣の許可を受けた唯一の事業者であること。



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

　富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約について、次の

とおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３

号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規

則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

　　令和７年４月７日 

 

富山市長　　藤　井　　裕　久　 

 

　１　契約の件名 

　　モニュメント清掃業務委託 

 

２　随意契約を締結した課室の名称 

　　　　企画管理部広報課 

 

　３　契約の相手方を決定した日 

　　　　令和７年４月７日 

 

　４　契約の相手方の住所及び名称 

　　　　富山県富山市蜷川１５番地 

　　　　社会福祉法人けやき苑 

 

　５　契約金額 

　　　　３０３，６００円 

 

　６　随意契約の理由 

　　　　本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当

するため。



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

富山市が、社会福祉法人秀愛会から役務の提供を受ける契約について、次の

とおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第

３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山

市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

令和７年４月１４日 

 

富山市長　　藤　井　　裕　久 

 

１　契約の件名 

市有地除草業務委託（笹津地内市有地） 

 

２　随意契約を締結した課室の名称 

財務部管財課 

 

３　契約の相手方を決定した日 

令和７年４月１１日 

 

４　契約の相手方の住所及び名称 

富山市稲代１０２３番地 

社会福祉法人　秀愛会 

 

５　契約金額 

７４，８００円 

 

６　随意契約の理由 

本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公

表する。 

 

  令和７年４月１日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 細入中核型地区センター・細入公民館清掃等業務委託（単価契約） 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   富山市細入中核型地区センター 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和７年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

    

 ５ 契約金額 

   １人１日あたり４，０８８円 （単価契約） 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により 

公表する。 

 

  令和７年４月１日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

  令和７年度大区画貸付農地管理事業用地除草等業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

    農林水産部農政企画課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

    令和７年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

    富山市五福３９９４番地 

    公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

    単価契約 草刈業務   １時間 １，９６２円 

         集草作業   １時間 １，５０５円 

         水路清掃業務 １時間 １，６３５円 

 

 ６ 随意契約の理由 

    本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当

するため。 

 

 

 



 政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公

表する。 

 

  令和７年４月１日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 とやま市民交流館施設管理業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   市民生活部とやま市民交流館 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和７年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   １，１０７，６８４円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当 

するため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により 

公表する。 

 

  令和７年４月１日 

 

富山市長  藤 井 裕 久      

 

 １ 契約の件名 

   常楽寺トイレ清掃業務委託 

 

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   商工労働部観光政策課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和７年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   １１５，５１２円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当 

するため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により  

公表する。 

 

  令和７年４月１８日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

   市長選挙・市議会議員選挙 当選証書名前書き 

 

 ２ 随意契約を締結した部局課の名称 

   富山市選挙管理委員会事務局 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和７年４月１４日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額   ２７，０７５円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当 

するため。 

 

 

 

 
 
 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を    

受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市  

契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により 

公表する。 

 

  令和７年４月２２日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 富山駅一般車等乗降利用向上業務委託 

   

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   活力都市創造部まちづくり推進課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和７年４月２２日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

  ２，６０３，８０７円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当 

するため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

　富山市が、富山県社会就労センター協議会から物品の買い入れを受ける契約

について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平

成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

　　令和７年４月１日 

 

富山市長　　藤　井　裕　久　　　　　 

 

　１　契約の件名 

　弁当・食事提供業務 

 

２　随意契約を締結した課室の名称 

　　　財務部契約課 

 

　３　契約の相手方を決定した日 

　　　令和７年４月１日 

 

　４　契約の相手方の住所及び名称 

　　　富山市西金屋６６８２番地 

（福）めひの野園内　富山県社会就労センター協議会 

 

　５　契約金額 

　　　単価契約による（別紙のとおり） 

 

　６　随意契約の理由 

　　　本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項第３号に該当す

るため。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 ラスク 180 円

 サブレ 150 円

 スティックマドレーヌ 180 円

 たまごクッキー 180 円

 ぽん菓子 180 円

 メレンゲ 250 円

 焼きドーナツ（プレーン・豆乳） 170 円

 焼きドーナツ（抹茶、紅茶、ラムレーズン、コーヒー） 180 円

 焼きドーナツ（黒豆きなこ、チョコオレンジ、チーズ、季節限定品） 190 円

 パウンドケーキ（フルーツ） 230 円

 パウンドケーキ（レモン） 190 円

 クッキー（ひこうき）型抜きクッキー 200 円

 スノーボール 160 円

 サブレ 180 円

 クッキー 280 円

 クッキー（１枚入） 130 円

 マドレーヌ 130 円

 パウンドケーキ 270 円

 おからクッキー 220 円

 フィナンシェ 180 円

 マドレーヌ（プレーン） 130 円

 マドレーヌ（チョコ） 150 円

 フォンダンショコラ 280 円

 クッキー（小麦胚芽・ラムレーズン・ルシアン） 150 円

 アップルパイ 200 円


